
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養父市に住民票がありますか？ 

下記のいずれかに該当しますか？ 

① 60～64歳で身障手帳 2級所持者 
（心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能障害のみ） 

② 60歳未満で身障手帳 1，2級所持者 
（心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能障害のみ） 

③ 妊婦（母子手帳交付者） 
④ 生後 6か月から高校生 
⑤ 特定医療費（指定難病）受給者証、 

特定医療費（小児慢性）受給者証、 
特定疾患医療受給者証、 
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の所持者 

どこの医療機関で接種を受けられますか？ 

予防接種を受ける当日の年齢は？ 

助成費用の 

対象外 

あ り な し 

６５歳以上 ６４歳以下 

①～④に該当 該当なし ⑤に該当 

養父・朝来・ 

豊岡市内 

左記以外 

（県内） 

県外 

日高 

クリニック 

手続き不要 

右記以外 

どこの医療機関で接種

を受けられますか？ 

養父・朝来・ 

豊岡市内 

左記以外 
接種前に 

手続きが必要 

手続き①へ 

接種後に手続きが必要 
（※事前手続きは不要です） 

手続き③へ 

接種の前後に 

手続きが必要 

手続き②へ 

手続き不要 

ただし、医療機関で接
種費助成金受領委任状
兼接種証明書に記入が
必要 

出石医療 

センター 

【手続き③】 
 
１．医療機関に予約を入れます。 
 
２．接種後、医療機関の窓口で接種費用を全額支
払います。 

 
３．令和８年３月末日までに下記のものを健康医
療課へ持参し、費用助成の手続きをします。 

 
・医療機関が発行した領収書 
・予防接種を受けたことがわかるもの 
（接種済証や予診票等）又は母子手帳 
・医療受給者証等 

 
※ 事前手続きは不要です 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【手続き②】 
 
１．医療機関に予約を入れます。 
 
２．接種を受ける医療機関のある市区町村に下記
の内容を確認する。 
・他市に住民登録がある者でも、依頼書があれ 
ば接種が可能か 
・接種費用の自己負担額の有無（依頼書があれ
ば接種料金を補助している場合があるため） 
・依頼書の提出先は医療機関か市区町村長か 

 
３．「予防接種依頼書交付申請書」を健康医療課
窓口または市のホームページから印刷し、記入
後、提出します（郵送可）。 
 
※書類作成等に 1週間程度かかります。接種日が
決まりましたら早めに手続きお願いします。 

 
※申請書は、市の HP の「他の市町で予防接種を
受けたい時」にあります。 

 
４．後日、市から届いた下記のものを接種当日に
医療機関へ持参します。 

   送付物  ・予防接種依頼書 
・予診票 

 
５．接種後、医療機関の窓口で接種費用を全額支
払います。 

 
６．後日、費用の助成の手続きをします。 
 
※ 手続きの方法や必要書類などを「予防接種実
施依頼書」と一緒に送付しますのでご確認くださ
い。手続きの期限は、接種後６カ月以内です。 
接種後、早めに手続きをしてください。 

 
 
 

【手続き①】  
 
１．医療機関に予約を入れます。 
 
２．健康医療課へ下記の内容を連絡します。 
・被接種者名 
・生年月日 
・住所 
・予防接種の種類 
・医療機関名 
・接種予定日 
・送付先（住所と別の場合） 
 

  ※書類作成等に 1 週間程度かかります。接種日
が決まりましたら早めに手続きお願いします。 

 
３．後日、市から届いた下記のものを接種当日に 
医療機関へ持参します。 
 送付物  ・担当医宛ての封筒 

（広域的予防接種依頼書在中） 
・予診票 

 
４．医療機関で助成後の自己負担額を支払いま
す。 

  （医療機関の窓口で、接種費用から市の助成額 
を差し引いた金額を請求されます） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広域的予防

接種の協力

医療機関 

左記以外・ 

左記の協力

医療機関か

わからない 

健康医療課へ相談 

☎079-662-3167 


